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運動部活動の在り方に関する 

総合的なガイドライン 

文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン  

（素案）  (11/1（金）第 3 回検討会議資料） 

文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

（素案修正案） 
前文 ガイドラインの策定に当たって ガイドラインの策定に当たって 
  〈策定の経緯〉 

 

 

 

 

○学校部活動についてはその在り方に関する近年の様々

な議論を踏まえ、平成 30 年 3 月、「運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドライン」(以下「運動部ガイドライン」と

する。)が策定された。運動部ガイドラインの策定に際して

は、学校部活動全体に関わる課題を中心に検討が進めら

れたが、スポーツ固有の課題も含めて議論が行われたこと

を踏まえ、運動部ガイドラインにおいては運動部活動を対

象とすることとされた。一方、文化部活動(注 1)については、

運動部ガイドラインの策定に際して発出された「運動部活

動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定及び運動

部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について(依頼)」

(注 2)の通知において、当面、「文化部活動の特性を踏まえ

つつ、本ガイドラインに準じた取扱い」を依頼しているところ

である。 

○このような経緯を踏まえ、文化庁では、「文化部活動の在

り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議」を平成

30 年 6 月に設置し、「運動部活動ガイドライン」の対象とは

しなかった文化部活動について、その特性を踏まえなが

 〈策定の経緯〉 

○各学校が部活動を設置・運営することは法令上の義務と

はされていないが、現状では、ほとんどの中学校及び高等

学校において部活動が設置されており、生徒が各種活動

に取り組む契機や各分野の人材育成の場として、我が国

のスポーツや芸術文化等の振興を大きく支えてきた。学校

部活動についてはその在り方に関する近年の様々な議論

を踏まえ、平成 30 年 3 月、スポーツ庁による「運動部活動

の在り方に関する総合的なガイドライン」(以下「運動部ガイ

ドライン」というする。) が策定された。運動部ガイドライン

の策定に際しては、学校部活動全体に関わる課題を中心

に検討が進められたが、スポーツ固有の課題も含めて議

論が行われたことを踏まえ、運動部ガイドラインにおいては

運動部活動を対象とすることとされた。一方、文化部活動

(注 1)については、運動部ガイドラインの策定に際して発出

された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

の策定及び運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹

底について(依頼)」(注 2)の通知において、当面、「文化部

活動の特性を踏まえつつ、本ガイドラインに準じた取扱い」

を依頼しているところである。 

○このような経緯を踏まえ、文化庁では、「文化部活動の

在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議」を平

成 30 年 6 月に設置し、「運動部活動ガイドライン」の対象と
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ら、学校部活動一般の在り方についても留意しつつ、「文化

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(仮称)」の策

定に向けた検討を進めた。 

(注 1) いわゆる文化部活動については、芸術文化を目的とするもの

以外にも、生活文化、自然科学、社会科学、ボランティア、趣味等の

活動を行うものなども幅広く含まれうるものと一般に捉えられており、

また、本ガイドラインに先行して運動部ガイドラインが策定されている

ことから、本ガイドラインの対象とする部活動を「運動部以外の全て

の部活動」とし、以下、「文化部活動」と表記する。 

 

(注 2) 平成 30 年 3 月 19 日付、各都道府県教育委員会教育長・各指

定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属中学等を置く各国

立大学法人の理事長等宛て、スポーツ庁次長・文部科学省初等中等

局長、文化庁次長連名。なお、本通知において平成 30 年度に「文化

部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(仮称)」の策定を進め

る予定であることも示されている。  

はしなかった文化部活動について、その特性を踏まえなが

ら、学校部活動一般の在り方についても留意しつつ、「文

化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(仮称)」の

策定に向けた検討を進めた。 

(注 1) いわゆる文化部活動については、芸術文化を目的とするもの

以外にも、生活文化、自然科学、社会科学、ボランティア、趣味等の

活動（以下「芸術文化等の活動」という。）を行うものなども幅広く含ま

れうるものと一般に捉えられており、また、本ガイドラインに先行して

運動部ガイドラインが策定されていることから、本ガイドラインの対象

とする部活動を「運動部以外の全ての部活動」とし、以下、「文化部

活動」と表記する。 

(注 2) 平成 30 年 3 月 19 日付、各都道府県教育委員会教育長・各

指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校中学等を

置く各国立大学法人学長の理事長等宛て、スポーツ庁次長・文部科

学省初等中等教育局長、文化庁次長連名。なお、本通知において平

成 30 年度に「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(仮

称)」の策定を進める予定であることも示されている。  
○学校の運動部活動は、スポーツに興味・関心のあ

る同好の生徒が参加し、各運動部の責任者（以下「運

動部顧問」という。）の指導の下、学校教育の一環

として行われ、我が国のスポーツ振興を大きく支え

てきた。 

○また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異

年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との

好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向

上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するな

ど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大

〈部活動の意義〉 

 

 

 

 

○部活動は、学校教育の一環として行われるものであり、

異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好

ましい人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通し

て自己肯定感を高めたりするなど、その教育的意義は高

い。 

〈部活動の意義〉 

○部活動は、現行の学習指導要領においてその意義や留

意点が明記され、新しい中学校学習指導要領（平成 29 年

3 月告示。平成 33 年 4 月施行。）及び新しい高等学校学習

指導要領（平成 30 年 3 月告示。平成 34 年 4 月施行。）に

おいても、「学校教育の一環として」行われるものであり、

「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動につ

いては、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資

質・能力の育成に資するもの」と明記されている。異年齢と
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きい。 

○しかしながら、今日においては、社会・経済の変

化等により、教育等に関わる課題が複雑化・多様化

し、学校や教師だけでは解決することができない課

題が増えている。とりわけ、少子化が進展する中、

運動部活動においては、従前と同様の運営体制では

維持は難しくなってきており、学校や地域によって

は存続の危機にある。 

将来においても、全国の生徒が生涯にわたって豊か

なスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤

として、運動部活動を持続可能なものとするために

は、各自のニーズに応じた運動・スポーツを行うこ

とができるよう、速やかに、運動部活動の在り方に

関し、抜本的な改革に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、こうした教育的意義は部活動の充実の中のみで図ら

れるのではなく，教育課程内の活動との関連を図る中で，

その教育効果が発揮されることが重要である。一部には、

文化部活動を含め、長時間の活動を行ってきた状況もある

ところ、生徒の生活全体を見渡して学校教育の一環として

教育課程との関連が図れるように留意することや、生徒の

自主的，自発的な参加となるよう生徒が参加しやすいよう

に実施形態などを工夫するとともに、休養日や活動時間を

適切に設定するなど生徒のバランスのとれた生活や成長

に配慮することが必要である 

 

 

新しい中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示。平成

33 年 4 月施行。）及び新しい高等学校学習指導要領（平成

30 年 3 月告示。平成 34 年 4 月施行。）では、「教育課程外

の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意

するものとする。」として、特に部活動をあげ、部活動の教

育的意義が部活動の充実の中のみで図られるのではなく、

の交流の中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人

間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯

定感を高めたりするなど、生徒の多様な学びの場として、

また、部活動の様子の観察を通じた生徒の状況理解等、

その教育的意義は高い。 

〇一方、「学校教育の一環として」行われるものである以

上、留意すべき点があり、新しい中学校及び高等学校の学

習指導要領では、「教育課程外の学校教育活動と教育課

程の関連が図られるように留意するものとする。」として、

特に部活動をあげ、こうした教育的意義は部活動の充実の

中のみで図られるのではなく，教科や特別活動をはじめと

する教育課程内の活動との関連を図る中で，その教育効

果が発揮されることが重要である。また、部活動の一部に

は、文化部活動を含め、長時間の活動を行ってきた状況も

あるところ、生徒の生活全体を見渡して学校教育の一環と

して教育課程との関連が図れるように留意することや、生

徒の自主的，自発的な参加となるよう生徒が参加しやすい

ように実施形態などを工夫するとともに、生徒の生活全体

を見渡して休養日や活動時間を適切に設定するなど生徒

のバランスのとれた生活や成長に配慮することが必要であ

る。 

新しい中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示。平成

33 年 4 月施行。）及び新しい高等学校学習指導要領（平成

30 年 3 月告示。平成 34 年 4 月施行。）では、「教育課程

外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留

意するものとする。」として、特に部活動をあげ、部活動の

教育的意義が部活動の充実の中のみで図られるのではな
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教育課程外で行われる部活動と教育課程内の活動との関

連を図る中で，その教育効果が発揮されることが重要であ

ることを指摘している。 

く、教育課程外で行われる部活動と教育課程内の活動との

関連を図る中で，その教育効果が発揮されることが重要で

あることを指摘している。ｐ２の「部活動の意義」に転記 

 

 

 

○また、その際、「持続可能な運営体制が整えられるように

するものとする。」として、一定規模の地域単位で運営を支

える体制を構築していくことが長期的には不可欠であること

から、設置者等と連携しながら、学校や地域の実態に応

じ、教師の勤務負担軽減の観点も考慮しつつ、部活動指導

員等のスポーツや文化及び科学等にわたる外部指導者や

地域の人々の協力、体育館や公民館などの社会教育施設

といった社会教育関係団体等の各種団体との連携などの

運営上の工夫を行うことを規定している。 

 

さらに、カリキュラム・マネジメントについて「学校教育に関

わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組織的

かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上につなげていく

こと」と定義している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○また、その際、「持続可能な運営体制が整えられるように

するものとする。」として、一定規模の地域単位で運営を支

える体制を構築していくことが長期的には不可欠であるこ

とから、学校の設置者等と連携しながら、学校や地域の実

態に応じ、教師の勤務負担軽減の観点も考慮しつつ、学校

職員として部活動の実技指導等を行う部活動指導員（注

3）等のをはじめとしたスポーツや文化及び科学等にわたる

外部指導者や地域の人々の協力、体育館や公民館などの

社会教育施設といった社会教育関係団体等の各種団体と

の連携などの運営上の工夫を行うことを規定している。 

〇さらに、カリキュラム・マネジメントを導入し、について「学

校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えな

がら組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上に

つなげていくすること」と定義している。 

（注 3）学校教育法施行規則第 78 条の 2 に「部活動指導員は、中学

校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教

育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事す

る。」（義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに

特別支援学校の中学部及び高等部については準用。平成 29 年 4 月

1 日施行。）と明記され、部活動指導員は、学校職員として部活動の

顧問に就任し、実技指導や大会への引率等ができることが制度化さ

れている。 
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〈文化部活動の特色と課題〉 

〇文化部活動は、分野や活動目的、生徒のニーズ、指導

者や顧問の関わり方など極めて多様である。例えば生徒

のニーズを見ても、自らの目標を達成する活動として積極

的に関わったり、友人とのコミュニケーションや自己肯定感

を高める居場所として大切にしている生徒、中には部活動

をきっかけに将来にわたり芸術文化等に積極的に取り組む

者もいる。一方、部活動の選択肢が少ない等の消極的理

由で文化部活動に入部する生徒もいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「運動部活動ガイドライン」では、スポーツ医・科学の観

点を含め検討が進められ、休養日及び活動時間等につい

て基準を示したところである。一方、このように多様な文化

部活動については、スポーツ医・科学といった一律の観点

でその活動の内容を評価することは難しいが、いかなる部

〈文化部活動の特色と課題〉 

〇文化部活動は、生徒が生涯にわたって芸術文化等の活

動に親しむ基礎を形成する意義を有するものであるが、分

野や活動目的、生徒のニーズ、指導者や顧問の関わり方、

活動頻度や活動時間など極めて多様である。例えば生徒

のニーズを見ても、自らの目標を達成する活動として大会

やコンクール、コンテスト、発表会など（以下「大会等」とい

う。）に積極的に関わ挑戦する生徒もいればったり、友人と

のコミュニケーションや自己肯定感を高める居場所として

大切にしている生徒、中には部活動をきっかけに将来にわ

たり芸術文化等の専門家としての道を歩む生徒に積極的

に取り組む者もいる。一方、部活動の選択肢が少ない等の

消極的理由で文化部活動に入部する生徒もいる。また、活

動頻度や活動時間についても、年間を通して積極的に活

動を行い、練習時間や拘束時間が長時間に及ぶ部もあれ

ば、大会等に向けて特定の時期に集中的に活動する部も

あり、週１～２日短時間の活動をするだけの部もある。 

○また、文化部活動の中には、本来の活動に加え、週休日

等に地域からの要請により地域の行事や催し等に参加し

たり、運動部の応援として試合に同行したりすることによっ

て、活動時間が長時間に及んだり、休養日がとりづらくなっ

ている場合もある。 

○「運動部活動ガイドライン」では、スポーツ医・科学の観

点を含め検討が進められ、休養日及び活動時間等につい

て基準を示したところである。一方、このように多様な文化

部活動については、スポーツ医・科学といった一律の観点

でその活動の内容を評価することは難しいが、いかなる部
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活動についても長時間の活動は精神的・体力的な負担を

伴い、また望ましい生活習慣の確立の観点からも課題があ

るものであり、生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮

し、一定の休息をとりながら進められるべきである。 

○また、学齢期の子供たちについては、幅広い体験や友人

等との関わりの中で「生きる力」を培うことが望まれるとこ

ろ、学校部活動への過度の傾注はこのような体験の妨げ

になりうることも考えられる。 

○また、学校部活動への過度の負担は、教育課程の実施

上の悪影響も想定されるところ、授業及びその準備のため

の時間や生活時間全体とのバランスを見ながら、文化部活

動の活動時間は設定されるべきものと考えられる。 

 

 

 

 

 

○さらに、自ら表現するだけでなく、鑑賞するなどの幅広い

活動機会を通して、音楽的な見方・考え方や造形的な見

方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文

化、美術、美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成する

ためには、学校内だけでなく、地域の図書館や博物館、美

術館、劇場、音楽堂等の施設と連携を図り、それらの施設

や文化財などを積極的に活用することも重要である。 

 

 

 

活動についても長時間の活動は精神的・体力的な負担を

伴い、また望ましい生活習慣の確立の観点からも課題があ

るものであり、生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮

し、一定の休息をとりながら進められるべきである。 

○また、学齢期の子供たちについては、幅広い体験の機

会が充実することや家族や友人等との関わりの中で「生き

る力」を培うことが望まれるところ、学校部活動への過度の

傾注はこのような体験の妨げになりうることも考えられる。 

○また、学校部活動によるへの過度の負担は、教育課程

の実施上の悪影響も想定されるところ、授業及びその準備

のための時間や生活時間全体とのバランスを見ながら、文

化部活動の活動時間は設定されるべきものと考えられる。 

○さらに、新しい中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告

示。平成 33 年 4 月施行。）及び新しい高等学校学習指導

要領（平成 30 年 3 月告示。平成 34 年 4 月施行。）では、

「多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊かな心や創造性

の涵養を目指した教育の充実に努めること。」としており、

自ら表現するだけでなく、鑑賞するなどの幅広い活動機会

を通して、音楽的な見方・考え方や造形的な見方・考え方

を働かせ、生活や社会の中の音や音楽、音楽文化、美術、

美術文化と豊かに関わる資質・能力を育成するためには、

学校内だけでなく、地域の図書館や博物館、美術館、劇

場、音楽堂等の施設の積極的な活用や有形・無形の文化

財などと連携を図り、本物の文化や芸術に直接触れ、情操

を高め、豊かな教養を身に付けたり、伝統文化の継承や新

しい文化の創造に関心を持ったりするそれらの施設や文化

財などを積極的に活用することも重要である。 
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○学校の設置者や都道府県・市町村等それぞれの立場で

取組を進めているが、文化庁においても、従来より、学校・

地域において文化芸術により、子供たちの豊かな感性・情

操や創造力等を育むため、質の高い文化芸術や地域の伝

統文化に触れる機会の充実を図っており、鑑賞・体験機会

等充実のための事業を推進している。このような事業等も

活用しながら、生徒が多様な学びや経験をする場や自らの

興味・関心を深く追及する機会の充実に努めていただきた

い。 

 

 

 

 

〈ガイドライン策定の考え方〉 

○上述のとおり、運動部活動については本年 3 月のガイド

ラインを踏まえて、既に都道府県教育委員会や学校設置者

等においてガイドラインが策定され、これらを踏まえ、各学

校において方針を策定し、その運用を開始しているところで

あり、文化部活動についても上述の通知を踏まえて、これ

に準じた取扱いがされているところである。 

 

 

 

 

 

中には、学校部活動を通じた方針として策定し、運用を開

始している学校も見られる。 

○これまでも学校の設置者や都道府県・市町村等それぞ

れの立場で取組を進めているが、文部科学省本省や文化

庁においても、従来より、学校・地域において文化芸術によ

り、子供たちの豊かな感性・情操や創造力等を育むため、

例えば昭和 34 年より「教育・文化週間」（11 月 1 日～7 日）

を設け、全国各地で体験活動や公開講座、美術館・博物館

の無料開放などを行っており、質の高い文化芸術の鑑賞

機会や地域の伝統文化に触れる機会の充実を図ってお

り、鑑賞・体験機会等充実のための事業を推進している。

このような機会事業等も活用しながら、生徒が多様な学び

や経験をする場や自らの興味・関心を深く追及する機会の

充実により一層努めていただきたい。 

 

〈ガイドライン策定の考え方〉 

○上述のとおり、運動部活動については平成 30 本年 3 月

のガイドラインを踏まえて、既に各都道府県において「運動

部活動の在り方に関する方針」の策定が進められており、

その方針も参考に、各市区町村都道府県教育委員会や各

学校法人等の学校の設置者は等において「設置する学校

に係る運動部活動の方針」をガイドラインが策定しされ、こ

れらもを踏まえ、各学校長において「学校の運動部活動に

係る活動方針」において方針を策定し、その運用が図られ

ている。を開始しているところであり、文化部活動について

も上述の通知を踏まえて、これに準じた取扱いがされてい

るところである。中には、運動部活動と文化部活動の区別

をすることなく学校部活動全体を通じた方針として策定し、

運用を開始している自治体や学校の設置者、学校も見ら
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○学校部活動については、運動部活動・文化部活動を通じ

て考えるべき課題とともに、それぞれの特質を踏まえて検

討すべき課題があるが、上記のような状況を踏まえたうえ

で、本検討にあたっては「運動部活動ガイドライン」に定め

た内容をベースとして取り進めることとした。 

れる。 

○学校部活動については、運動部活動・文化部活動を通じ

て考えるべき課題とともに、それぞれの特質を踏まえて検

討すべき課題があるが、上記のような状況を踏まえた上う

えで、本検討に当あたっては「運動部活動ガイドライン」に

定めた内容をベースとして取り進めることとした。 
本ガイドライン策定の趣旨 本ガイドライン策定の趣旨 本ガイドライン策定の趣旨 
 

○ 本ガイドラインは、義務教育である中学校（義

務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別

支援学校中学部を含む。以下同じ。）段階の運動部

活動を主な対象とし、生徒にとって望ましいスポー

ツ環境を構築するという観点に立ち、運動部活動が

以下の点を重視して、地域、学校、競技種目等に応

じた多様な形で最適に実施されることを目指す。 

 

○本ガイドラインは、義務教育である中学校（義務教育学

校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学

部を含む。以下同じ。）段階の文化部活動を主な対象とし、

生徒にとって望ましい学校部活動の実施環境を構築すると

いう観点に立ち、文化部活動が以下の点を重視して、地

域、学校、分野等に応じた多様な形で最適に実施されるこ

とを目指す。 

（１）本ガイドラインの対象範囲 

○本ガイドラインは、義務教育である中学校（義務教育学

校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学

部を含む。以下同じ。）段階の文化部活動を主な対象とす

る。し、 

○本ガイドラインの基本的な考え方は、学校の種類や学校

の設置者の違いに関わらず該当するものであることから、

国公私立全ての設置形態の学校に適用するとともに、高

等学校段階の文化部活動についても、本ガイドラインを原

則として適用し、速やかに改革に取り組む。その際、高等

学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に

多様な教育が行われている点に留意する。 

〇小学校段階においても、一部の地方公共団体において

は、同じように文化やスポーツ等の活動を実施している場

合がある。こうした活動については、地域によって多様な形

態で行われているが、少なくとも学校活動の一環として行

われるものについては、学校において、児童の発達の段階

や教師の勤務負担軽減の観点を十分に考慮する必要があ

る。 
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（２）望ましい部活動の在り方 

〇生徒にとって望ましい学校部活動の実施環境を構築す

るという観点に立ち、文化部活動が以下の点を重視して、

地域、学校、分野、活動目的等に応じた多様な形で最適に

実施されることを目指す。 
・知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育

む、「日本型学校教育」の意義を踏まえ、生徒がス

ポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生

涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポ

ーツライフを実現するための資質・能力の育成を図

るとともに、バランスのとれた心身の成長と学校生

活を送ることができるようにすること。 

・知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型

学校教育」の意義を踏まえ、生涯にわたって学び、芸術文

化等に親しみ、多様な表現や鑑賞の活動を通して、豊かな

心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるととも

に、バランスの取れた心身の成長と学校生活を送ることが

できるようにすること。 

 

・知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型

学校教育」の意義を踏まえ、生涯にわたって学び、芸術文

化等の活動に親しみ、多様な表現や鑑賞の活動を通して、

豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努める

とともに、バランスの取れた心身の成長と学校生活を送る

ことができるようにすること。 

 
・生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校

教育の一環として教育課程との関連を図り、合理的

でかつ効率的・効果的に取り組むこと。 

・生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の

一環として教育課程との関連を図り、合理的でかつ効率

的・効果的に取り組むこと（注 3）。 

・生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の

一環として教育課程との関連を図り、合理的でかつ効率

的・効果的に取り組むこととし、各学校においては、生徒の

自主性を尊重し、部活動への参加を強いることがないよう、

留意すること（注 3）。 
・学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体

制を構築すること。 

・学校全体として文化部活動を含む学校部活動の指導・運

営に係る体制を構築すること。 

・学校全体として文化部活動を含む学校部活動の指導・運

営に係る体制を構築すること。 
 ・文化部活動の多様性に留意し、可能な限り、生徒の多様

なニーズに応じた活動が行われるよう、実施形態などの工

夫を図ること。 

・文化部活動の多様性に留意し、可能な限り、生徒の多様

なニーズに応じた活動が行われるよう、実施形態などの工

夫を図ること。 
○ 市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置

者及び学校は、本ガイドラインに則り、持続可能な

運動部活動の在り方について検討し、速やかに改革

に取り組む。都道府県においては、学校の設置者が

行う改革に必要な支援等に取り組む。 

○市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者及

び学校は、本ガイドライン及び「運動部活動ガイドライン」に

則り、持続可能な文化部活動の在り方について検討し、速

やかに改革に取り組む。都道府県においては、学校の設置

者が行う改革に必要な支援等に取り組む。 

○市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者及

び学校は、本ガイドライン及び「運動部活動ガイドライン」に

則り、持続可能な文化部活動の在り方について検討し、速

やかに改革に取り組む。都道府県においては、学校の設

置者が行う改革に必要な支援等に取り組む。 
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○ 本ガイドラインの基本的な考え方は、学校の種

類や学校の設置者の違いに関わらず該当するもの

であることから、高等学校段階の運動部活動につい

ても本ガイドラインを原則として適用し、速やかに

改革に取り組む。その際、高等学校段階では、各学

校において中学校教育の基礎の上に多様な教育が

行われている点に留意する。 

○本ガイドラインの基本的な考え方は、学校の種類や学校

の設置者の違いに関わらず該当するものである(注 4)こと

から、高等学校段階の文化部活動についても、本ガイドラ

インを原則として適用し、速やかに改革に取り組む。その

際、高等学校段階では、各学校において中学校教育の基

礎の上に多様な教育が行われている点に留意する。 

○本ガイドラインの基本的な考え方は、学校の種類や学校

の設置者の違いに関わらず該当するものである(注 4)こと

から、高等学校段階の文化部活動についても、本ガイドラ

インを原則として適用し、速やかに改革に取り組む。その

際、高等学校段階では、各学校において中学校教育の基

礎の上に多様な教育が行われている点に留意する。 

ｐ８７の「（１）本ガイドラインの対象範囲」に転記 
○ スポーツ庁は、本ガイドラインに基づく全国の

運動部活動改革の取組状況について、定期的にフォ

ローアップを行う。 

○文化庁は、本ガイドラインに基づく全国の文化部活動改

革の取組状況について、定期的にフォローアップを行う。な

お、フォローアップについてはスポーツ庁が実施する運動

部活動と合わせて行うなど、負担軽減を図るものとする。 

○文化庁は、本ガイドラインに基づく全国の文化部活動改

革の取組状況について、定期的にフォローアップを行う。な

お、フォローアップについてはスポーツ庁が実施する運動

部活動と合わせて行うなど、負担軽減を図るものとする。 
 （注 3）中学校、高等学校の学習指導要領の総則においては、部活動

は、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」とあるように、同

好の生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであり、こうし

た学習指導要領の趣旨を踏まえ、各学校においては、生徒の自主性

を尊重し、部活動への参加を強いることがないよう、留意する必要が

ある。 

(注 4) 従って、国公私立全ての設置形態の学校に適用されるもので

ある。 

 （注 3）中学校、高等学校の学習指導要領の総則においては、部活

動は、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」とあるように、

同好の生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであり、こう

した学習指導要領の趣旨を踏まえ、各学校においては、生徒の自主

性を尊重し、部活動への参加を強いることがないよう、留意する必要

がある。ｐ９８の「（２）望ましい部活動の在り方」の本文に転記 

(注 4) 従って、国公私立全ての設置形態の学校に適用されるもので

ある。ｐ８７の「（１）本ガイドラインの対象範囲」の本文に転記 

１ 適切な運営のための体制整備 １ 適切な運営のための体制整備 １ 適切な運営のための体制整備  
（１）運動部活動の方針の策定等 （１）文化部活動の方針の策定等 （１）文化部活動の方針の策定等 
ア 都道府県は、本ガイドラインに則り、運動部活

動の活動時間及び休養日の設定その他適切な運動

部活動の取組に関する「運動部活動の在り方に関す

る方針」を策定する。 

○都道府県は、本ガイドラインに則り、文化部活動の活動

時間及び休養日の設定その他適切な文化部活動の取組

に関する「文化部活動の在り方に関する方針」を策定する。 

○ア 都道府県は、本ガイドラインに則り、文化部活動の活

動時間及び休養日の設定その他適切な文化部活動の取

組に関する「文化部活動の在り方に関する方針」を策定す

る(注 4)。 

(注 4)当該方針は、各都道府県における文化部活動の適切な取り組

みを推進するためのものであることから、各都道府県においては、教
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育委員会と私立学校主管部局といった関係機関等が十分に連携す

る必要がある。 
イ 市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設

置者は、本ガイドラインに則り、都道府県の「運動

部活動の在り方に関する方針」を参考に、「設置す

る学校に係る運動部活動の方針」を策定する。 

○市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者は、

本ガイドラインに則り、都道府県の「文化部活動の在り方に

関する方針」を参考に、「設置する学校に係る文化部活動

の方針」を策定する。 

○イ 市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者

は、本ガイドラインに則り、都道府県の「文化部活動の在り

方に関する方針」を参考に、「設置する学校に係る文化部

活動の方針」を策定する。 
ウ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る

運動部活動の方針」に則り、毎年度、「学校の運動

部活動に係る活動方針」を策定する。 

○校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る文化部

活動の方針」に則り、毎年度、「学校の文化部活動に係る

活動方針」を策定する。 

○ウ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る文化

部活動の方針」に則り、毎年度、「学校の文化部活動に係

る活動方針」を策定する。 
運動部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及

び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び

活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日

等）を作成し、校長に提出する。 

○文化部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び

参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実

績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作成し、

校長に提出する。 

○文化部顧問は、年間の活動計画（活動日、休養日及び

参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実

績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作成し、

校長に提出する。 
エ 校長は、上記ウの活動方針及び活動計画等を学

校のホームページへの掲載等により公表する 

○校長は、上記活動方針及び活動計画等を学校のホーム

ページへの掲載等により公表する。 

○エ 校長は、上記活動方針及び活動計画等を学校のホ

ームページへの掲載等により公表する。 
オ 学校の設置者は、上記ウに関し、各学校におい

て運動部活動の活動方針・計画の策定等が効率的に

行えるよう、簡素で活用しやすい様式の作成等を行

う。なお、このことについて、都道府県は、必要に

応じて学校の設置者の支援を行う。 

○学校の設置者は、各学校において文化部活動の活動方

針・計画の策定等が効率的に行えるよう、簡素で活用しや

すい様式の作成等を行う。 

なお、このことについて、都道府県は、必要に応じて学校の

設置者の支援を行う(注 4-2)。 

○オ 学校の設置者は、上記ウに関し、各学校において文

化部活動の活動方針・計画の策定等が効率的に行えるよ

う、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。 

なお、このことについて、都道府県は、必要に応じて学校の

設置者の支援を行う(注 5-2)。 
 (注 4-2)これらの方針については、負担軽減の観点から、既に作成し

ている「運動部ガイドライン」に基づく方針と合わせて、学校部活動全

体に係るものとして作成することも可能である。 

(注 5 2)これらの方針については、負担軽減の観点から、既に作成し

ている「運動部ガイドライン」に基づく方針と合わせて、学校部活動全

体に係るものとして作成することも可能である。 
（２）指導・運営に係る体制の構築 （２）指導・運営に係る体制の構築 （２）指導・運営に係る体制の構築 
ア 校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置

状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、

教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に運動

○校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を

踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師の長

時間勤務の解消等の観点から円滑に持続可能な文化部活

○ア 校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状

況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教師

の長時間勤務の解消等の観点から円滑に持続可能な文
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部活動を実施できるよう、適正な数の運動部を設置

する。 

動を実施できるよう、適正な数の文化部を設置する。 化部活動を実施できるよう、適正な数の文化部を設置す

る。 
イ 学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、部

活動指導員の配置状況や校務分担の実態等を踏ま

え、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置す

る。なお、部活動指導員の任用・配置に当たっては、

学校教育について理解し、適切な指導を行うため

に、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の

段階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生

後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける

言動や、体罰は、いかなる場合も許されないこと、

服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の

信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること

等に関し、任用前及び任用後の定期において研修を

行う。 

○学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、部活動指

導員の配置状況や校務分担の実態等を踏まえ、部活動指

導員を積極的に任用し、学校に配置する。なお、部活動指

導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理解

し、適切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育的

意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安全の

確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を

傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許されないこと、

服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を

損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等に関し、任用

前及び任用後の定期において研修を行う。 

○イ 学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、部活

動指導員の配置状況や校務分担の実態等を踏まえ、部活

動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。なお、部活

動指導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理

解し、適切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育

的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安全

の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人

格を傷つける言動や、体罰は、いかなる場合も許されない

こと、服務（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の

信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等に関

し、任用前及び任用後の定期において研修を行う(注 6)。 

ウ 校長は、運動部顧問の決定に当たっては、校務

全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の校

務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で

行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとと

もに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理

に係る体制の構築を図る。 

○校長は、文化部顧問の決定に当たっては、校務全体の

効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の校務分掌や、部

活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校

務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切

な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。(注 5) 

 

○ウ 校長は、文化部顧問の決定に当たっては、校務全体

の効率的・効果的な実施に鑑み、教師の他の校務分掌

や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適

切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体として

の適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。

(注 75)。 
エ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等

により、各運動部の活動内容を把握し、生徒が安全

にスポーツ活動を行い、教師の負担が過度とならな

いよう、適宜、指導・是正を行う。 

○校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等によ

り、各文化部の活動内容を把握し、教師の負担が過度とな

らないよう持続可能な運営体制が整えられているか等につ

いて、適宜、指導・是正を行う。 

○エ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等に

より、各文化部の活動内容を把握し、生徒が安全に芸術文

化等の活動を行い、教師の負担が過度とならないよう持続

可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指

導・是正を行う。 
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オ 都道府県及び学校の設置者は、運動部顧問を対

象とするスポーツ指導に係る知識及び実技の質の

向上並びに学校の管理職を対象とする運動部活動

の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研

修等の取組を行う。 

○都道府県及び学校の設置者は、文化部活動の指導者を

対象とする指導に係る知識及び実技の質の向上並びに学

校の管理職を対象とする文化部活動の適切な運営に係る

実効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

○オ 都道府県及び学校の設置者は、文化部活動の指導

者（顧問、部活動指導員や外部指導者等）を対象とする指

導に係る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を

対象とする文化部活動の適切な運営に係る実効性の確保

を図るための研修等の取組を行う。 
カ 都道府県、学校の設置者及び校長は、教師の運

動部活動への関与について、「学校における働き方

改革に関する緊急対策（平成 29 年 12 月 26 日文部

科学大臣決定）」及び「学校における働き方改革に

関する緊急対策の策定並びに学校における業務改

善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について

（平成 30 年２月９日付け 29 文科初第 1437 号）」

(注３)を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時

間管理等を行う。 

 

○都道府県、学校の設置者及び校長は、教師の文化部活

動への関与について、「学校における働き方改革に関する

緊急対策（平成 29 年 12 月 26 日文部科学大臣決定）」及び

「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並び

に学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組

の徹底について（平成 30 年 2 月 9 日付け 29 文科初第 1437

号）」(注 6)を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間

管理等を行う。 

 

○カ 都道府県、学校の設置者及び校長は、教師の文化

部活動への関与について、「学校における働き方改革に関

する緊急対策（平成 29 年 12 月 26 日文部科学大臣決定）」

及び「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定

並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る

取組の徹底について（平成 30 年 2 月 9 日付け 29 文科初

第 1437 号）」(注 86)を踏まえ、法令に則り、業務改善及び

勤務時間管理等を行う。 

（注 6）「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学

校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底につい

て（平成 30 年 2 月 9 日付け 29 文科初第 1437 号）」において、部活

動については「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業

務」と整理され、各学校において、教師の負担の度合いや専門性の

有無を踏まえ、学校の教育方針を共有した上で、学校職員として部

活動の実技指導等を行う部活動指導員をはじめとした外部人材の積

極的な参画を進めること。」と示されている。 
 

 

 

 

(注３)当該通知において、「部活動や放課後から夜間などに

おける見回り等，「超勤４項目」以外の業務については，校

 

 

(注 5) 特に、新任の教師等は過度の負担がかかる場合があるので

留意が必要である。 

(注 6) 当該通知において、「部活動や放課後から夜間などにおける

見回り等，「超勤４項目」以外の業務については，校長は，時間外勤

(注 57) 経験がなく部活動の指導に必要な技能を備えていない教師

等が部活動の顧問を担わなければならない場合には負担を感じ、特

に、新任の教師等は過度の負担がかかる場合があるので留意が必

要である。 

(注 86) 当該通知において、「部活動や放課後から夜間などにおける

見回り等，「超勤４項目」以外の業務については，校長は，時間外勤
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長は，時間外勤務を命ずることは出来ないことを踏まえ，早

朝や夜間等，通常の勤務時間以外の時間帯にこうした業務

を命ずる場合，服務監督権者は，正規の勤務時間の割り振り

を適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底すること。」等に

ついて示されている。 

務を命ずることは出来ないことを踏まえ，早朝や夜間等，通常の勤務

時間以外の時間帯にこうした業務を命ずる場合，服務監督権者は，

正規の勤務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹

底すること。」等について示されている。 

務を命ずることは出来ないことを踏まえ，早朝や夜間等，通常の勤務

時間以外の時間帯にこうした業務を命ずる場合，服務監督権者は，

正規の勤務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹

底すること。」等について示されている。 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推

進のための取組 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進の

ための取組 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進

のための取組 
（１）適切な指導の実施 （１）適切な指導の実施 （１）適切な指導の実施 
ア 校長及び運動部顧問は、運動部活動の実施に当

たっては、文部科学省が平成２５年５月に作成した

「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生

徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や

バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事

故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動

における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根

絶を徹底する。都道府県及び学校の設置者は、学校

におけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健

安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・是正を行

う。 

○校長及び文化部活動の指導者は、文化部活動の実施に

当たっては、生徒の心身の健康管理（障害・外傷の予防や

バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止

（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全

対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。都道府

県及び学校の設置者は、学校におけるこれらの取組が徹

底されるよう、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

○ア 校長及び文化部活動の指導者は、文化部活動の実

施に当たっては、生徒の心身の健康管理（障害・外傷の予

防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故

防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における

安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。都

道府県及び学校の設置者は、学校におけるこれらの取組

が徹底されるよう、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

イ 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、

トレーニング効果を得るために休養を適切に取る

ことが必要であること、また、過度の練習がスポー

ツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動

能力の向上につながらないこと等を正しく理解す

るとともに、生徒の体力の向上や、生涯を通じてス

ポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒

とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーン

○文化部活動の指導者は、休養を適切に取ることが必要

であること、また、その活動内容に即しながら過度の練習

が様々なリスクを高めること等を正しく理解するとともに、生

徒が生涯を通じて芸術文化等に親しむ基礎を培うことがで

きるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバ

ーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの

目標を達成できるよう、分野の特性等を踏まえつつ、休養

を適切に取り、短時間で効果が得られる指導を行う。 

○イ 文化部活動の指導者は、生徒のバランスの取れた

健全な成長の確保の観点から休養を適切に取ることが必

要であること、また、その活動内容に即しながら過度の練

習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な

活動に参加する機会を奪う様々なリスクを高めること等を

正しく理解するとともに、生徒の芸術文化等の能力向上

や、が生涯を通じて芸術文化等の活動に親しむ基礎を培う

ことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、
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アウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれ

の目標を達成できるよう、競技種目の特性等を踏ま

えた科学的トレーニングの積極的な導入等により、

休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指

導を行う。 

 生徒がバーンアウトすることなく、技能等や記録の向上等

や大会等での好成績などそれぞれの目標を達成できるよ

う、分野の特性等を踏まえた合理的でかつ効率的・効果的

なトレーニングの積極的な導入等によりつつ、休養を適切

に取り、短時間で効果が得られる指導を行う。 

 
また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養

護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成

長期における体と心の状態等に関する正しい知識

を得た上で指導を行う。 

また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教

諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期におけ

る体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行

う。 

また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教

諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期におけ

る体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を

行う。 
（２）運動部活動用指導手引の普及・活用 （２）文化部活動用指導手引の普及・活用 （２）文化部活動用指導手引の普及・活用 
ア 中央競技団体は、競技の普及の役割に鑑み、運

動部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活

動のための指導手引（競技レベルに応じた１日２時

間程度の練習メニュー例と週間、月間、年間での活

動スケジュールや、効果的な練習方法、指導上の留

意点、安全面の注意事項等から構成、運動部顧問や

生徒の活用の利便性に留意した分かりやすいもの）

を作成する。 

○ 関係団体等は、その分野の普及の役割に鑑み、文化

部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活動のた

めの指導手引（レベルに応じた 1 日 2 時間程度の練習メニ

ュー例と週間、月間、年間での活動スケジュールや、効果

的な練習方法、指導上の留意点、安全面の注意事項等か

ら構成、文化部活動の指導者や生徒の活用の利便性に留

意した分かりやすいもの）を作成する。 

○ア 文化部活動に関わる各分野の関係団体等は、その

分野の普及の役割に鑑み、文化部活動における合理的で

かつ効率的・効果的な活動のための指導手引（習熟レベル

に応じた 1 日 2 時間程度の練習メニュー例と週間、月間、

年間での活動スケジュールや、効果的な練習方法、指導

上の留意点、安全面の注意事項等から構成、文化部活動

の指導者や生徒の活用の利便性に留意した分かりやすい

もの）を作成する。 
イ 中央競技団体は、上記アの指導手引をホームペ

ージに掲載・公開するとともに、公益財団法人日本

中学校体育連盟や都道府県等と連携して、全国の学

校における活用を依頼し、普及を図る。 

○関係団体等は、上記の指導手引をホームページに掲載・

公開するとともに、都道府県等と連携して、全国の学校に

おける活用を依頼し、普及を図る。(注 7) 

 

○イ 文化部活動に関わる各分野の関係団体等は、上記

アの指導手引をホームページに掲載・公開するとともに、

都道府県等と連携して、全国の学校における活用を依頼

し、普及を図る。(注 97) 

 
ウ 運動部顧問は、上記アの指導手引を活用して、

２（１）に基づく指導を行う。 

○文化部活動の指導者は、上記の指導手引を活用して合

理的でかつ効率的・効果的な指導を行う。 

○ウ 文化部活動の指導者は、上記アの指導手引を活用

して２（１）に基づく合理的でかつ効率的・効果的な指導を

行う。 
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 (注 7) 大学において部活動等の指導者のための課程等が設けられ

ている場合、こうした課程等との連携も考えられる。 

(注 97) 大学において部活動等の指導者のための課程等が設けら

れている場合、こうした課程等との連携も考えられる。 
３ 適切な休養日等の設定 ３ 適切な休養日等の設定 ３ 適切な休養日等の設定  
ア 運動部活動における休養日及び活動時間につ

いては、成長期にある生徒が、運動、食事、休養及

び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができ

るよう、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期

におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、

以下を基準とする。 

○文化部活動における休養日及び活動時間については、

成長期にある生徒が教育課程内の活動、部活動、学校外

の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバ

ランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準と

する(注 8)。 

 

○ア 文化部活動における休養日及び活動時間について

は、成長期にある生徒が教育課程内の活動、部活動、学

校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間

のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基

準とする(注 108)(注 11)。 

○ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。

（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下

「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日

とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養

日を他の日に振り替える。） 

○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日

は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）

は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等

で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日

は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）

は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等

で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

○ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた

扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることが

できるとともに、運動部活動以外にも多様な活動を

行うことができるよう、ある程度長期の休養期間

（オフシーズン）を設ける。 

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを

行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、

文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、あ

る程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを

行う。また、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、

文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、あ

る程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

○ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程

度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間

程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率

的・効果的な活動を行う。 

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校

の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、できる

だけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行

う。 

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校

の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、できる

だけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行

う。 
イ 都道府県は、１（１）に掲げる「運動部活動の

在り方に関する方針」の策定に当たっては、上記の

基準を踏まえて休養日及び活動時間等を設定し、明

記する。 

○都道府県は、「文化部活動の在り方に関する方針」の策

定に当たっては、上記の基準を踏まえて休養日及び活動

時間等を設定し、明記する。 

○イ 都道府県は、１（１）に掲げる「文化部活動の在り方に

関する方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏まえて

休養日及び活動時間等を設定し、明記する。 
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ウ 学校の設置者は、１（１）に掲げる「設置する

学校に係る運動部活動の方針」の策定に当たって

は、上記の基準を踏まえるとともに、都道府県が策

定した方針を参考に、休養日及び活動時間等を設定

し、明記する。また、下記エに関し、適宜、支援及

び指導・是正を行う。 

○学校の設置者は、「設置する学校に係る文化部活動の

方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏まえるととも

に、都道府県が策定した方針を参考に、休養日及び活動

時間等を設定し、明記する。また、下記の校長の取組に関

し、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

○ウ 学校の設置者は、１（１）に掲げる「設置する学校に

係る文化部活動の方針」の策定に当たっては、上記の基

準を踏まえるとともに、都道府県が策定した方針を参考

に、休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、下

記エの校長の取組に関し、適宜、支援及び指導・是正を行

う。 
エ 校長は、１（１）に掲げる「学校の運動部活動

に係る活動方針」の策定に当たっては、上記の基準

を踏まえるとともに、学校の設置者が策定した方針

に則り、各運動部の休養日及び活動時間等を設定

し、公表する。また、各運動部の活動内容を把握し、

適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

○校長は、「学校の文化部活動に係る活動方針」の策定に

当たっては、上記の基準を踏まえるとともに、学校の設置

者が策定した方針に則り、各文化部活動の休養日及び活

動時間等を設定し、公表する。また、各文化部活動の活動

内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底

する。 

○エ 校長は、１（１）に掲げる「学校の文化部活動に係る

活動方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏まえると

ともに、学校の設置者が策定した方針に則り、各文化部活

動の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各

文化部活動の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う

等、その運用を徹底する。 
オ なお、休養日及び活動時間等の設定について

は、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期

試験前後の一定期間等、運動部共通、学校全体、市

区町村共通の部活動休養日を設けることや、週間、

月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定める

ことも考えられる。 

○なお、休養日及び活動時間等の設定については、地域

や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前後の一定

期間等、各部共通、学校全体、市区町村共通の部活動休

養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・

時間の目安を定めることも考えられる。 

○オ なお、休養日及び活動時間等の設定については、地

域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期試験前後の

一定期間等、各部共通、学校全体、市区町村共通の部活

動休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動

頻度・時間の目安を定めることも考えられる（注 12）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 108) 「学校における働き方改革関する緊急対策の策定並びに学

校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底につい

て(平成 30 年 2 月 9 日付 29 文科初第 1437 号)」においては、「一部

の保護者による部活動への過度の期待が見られることも踏まえ、入

試における部活動に対する評価の在り方の見直し等に取り組むこ

と。」や「部活動に過度に注力してしまう教師も存在するところであり、

教師の側の意識改革を行うために、採用や人事配置等の段階にお

いて、教師における部活動の指導力を過度に評価しないよう留意す

ること。」が示されている。 
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(注 8)中学校の年間授業時数は学校教育法施行規則により各学年

1015 時間で、年間 35 週であるから 1 週間あたりの授業時数は 29 単

位時間である。生徒の負担及び授業時数とのバランス（主と従）を考

慮すると、教育課程外の部活動に充当する時間は授業時数の半分

以下が妥当である。すなわち１週間あたりの上限は 14 単位時間。た

だし 1 単位時間は 50 分であるから 700 分、すなわち約 11 時間であ

る。 

（注 11）中学校の年間授業時数は学校教育法施行規則によればより

各学年 1015 時間で、年間 35 週であるから 1 週間あたりの授業時数

は 29 単位時間（24 時間 10 分）である。本ガイドラインで示した文化

部活動の活動時間の基準は 1 週間あたり長くとも 11 時間程度であ

る（平日は少なくとも 1 日、週末は少なくとも 1 日以上を休養日とし、

1 日の活動時間は長くとも平日では 2 時間程度、休業日は 3 時間程

度を基準とする。）。スポーツ庁「平成 29 年度運動部活動等に関す

る実態調査」によれば、中学校の文化部活動の 1 週間の活動時間

が 14 時間を超えると回答した生徒の割合は全体の 42.0％であり、

部活動の過熱化により、る。生徒に過度の負担がかかり、及び授業

時数とのバランス（主と従）を欠いている状況にある。考慮すると、部

活動の過熱化に教育課程外の部活動に充当する時間は授業時数

の半分以下が妥当である。すなわち１週間あたりの上限は 14 単位

時間。ただし 1 単位時間は 50 分であるから 700 分、すなわち約 11

時間である。 

（注 12）例えば、各文化部の実態を踏まえ、活動場所への移動時間

等の勘案や、定期演奏会や発表会等に向けて集中的な練習が必要

な場合は月間や年間単位で必要な休養日を確保することなども考え

られる。 
４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 ４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 ４ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備  
（１）生徒のニーズを踏まえた運動部の設置 （１）生徒のニーズを踏まえた文化部の設置 （１）生徒のニーズを踏まえた文化部の設置 
ア 校長は、生徒の１週間の総運動時間が男女とも

に二極化の状況にあり、特に、中学生女子の約２割

が６０分未満であること６、また、生徒の運動・ス

ポーツに関するニーズは、競技力の向上以外にも、

友達と楽しめる、適度な頻度で行える等多様である

中で、現在の運動部活動が、女子や障害のある生徒

○校長は、学校部活動が生徒の自主的、自発的な参加に

基づくものであり、現在の文化部活動が、性別や障害の有

無を問わず、生徒の多様な潜在的なニーズに必ずしも応え

られていないことを踏まえ、技能の向上以外にも、友達と楽

しめる、適度な頻度で行える等、生徒が参加しやすいような

多様なレベルや生徒の多様なニーズに応じた活動を行うこ

○ア 校長は、学校部活動が生徒の自主的、自発的な参

加に基づくものであり、現在の文化部活動が、性別や障害

の有無を問わず、生徒の多様な潜在的なニーズに必ずし

も応えられていないことを踏まえ、技能等の向上や大会等

での好成績以外にも、友達と楽しめる、適度な頻度で行え

る等、生徒が参加しやすいような多様なレベルや生徒の多
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等も含めて生徒の潜在的なスポーツニーズに必ず

しも応えられていないことを踏まえ、生徒の多様な

ニーズに応じた活動を行うことができる運動部を

設置する。 

とができる文化部を設置する。 

 

様なニーズに応じた活動を行うことができる文化部を設置

する。 

 

具体的な例としては、より多くの生徒の運動機会の

創出が図られるよう、季節ごとに異なるスポーツを

行う活動、競技志向でなくレクリエーション志向で

行う活動、体力つくりを目的とした活動等、生徒が

楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付けと

なるものが考えられる。 

○具体的な例としては、季節ごとに異なる活動を行う部や、

大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動等、生徒が

楽しく芸術文化等に親しむ動機付けになるものが考えられ

る(注 9)。 

○具体的な例としては、より多くの生徒の芸術文化等の活

動機会の創出が図られるよう、季節ごとに異なる活動を行

う部や、大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動

等、生徒が楽しく芸術文化等の活動に親しむ動機付けにな

るものが考えられる(注 139)。 

イ 地方公共団体は、少子化に伴い、単一の学校で

は特定の競技の運動部を設けることができない場

合には、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれるこ

とがないよう、複数校の生徒が拠点校の運動部活動

に参加する等、合同部活動等の取組を推進する。 

○地方公共団体は、少子化に伴い、単一の学校では特定

の分野の部活動を設けることができない場合には、生徒の

部活動参加の機会が損なわれることがないよう、複数校の

生徒が拠点校の部活動に参加する等、合同部活動等の取

組を推進する。 

○イ 地方公共団体は、少子化に伴い、単一の学校では

特定の分野の文化部活動を設けることができない場合に

は、生徒の部活動参加の機会が損なわれることがないよ

う、複数校の生徒が拠点校の部活動に参加する等、合同

部活動等の取組を推進する。 

また、持続可能な活動を確保するため、長期的には従来

の学校単位での活動から一定規模の地域単位での活動も

視野に入れた体制の構築が求められる。このため、地方公

共団体は、本ガイドラインを踏まえた文化部活動改革の取

組を進めるとともに、地域の実情に応じて、長期的に、地域

全体で、これまでの学校単位の文化部活動に代わりうる生

徒の芸術文化等の活動の機会の確保・充実方策を検討す

る。 
 (注 9) 例えば、生徒がより多様な芸術文化に触れる機会をつくるた

め、管楽器演奏以外の音楽、合唱、演劇、放送などを融合した合同

部をつくり、シナジー効果や生徒の満足度向上に寄与しているような

例もある。 

(注 139) 例えば、生徒がより多様な芸術文化に触れる機会をつくる

ため、管楽器演奏以外の音楽、合唱、演劇、放送などを融合した合

同部をつくり、シナジー効果や生徒の満足度向上に寄与しているよう

な例もある。 
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（２）地域との連携等 （２）地域との連携等 （２）地域との連携等 
ア 都道府県、学校の設置者及び校長は、生徒のス

ポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に

応じて、地域のスポーツ団体との連携、保護者の理

解と協力、民間事業者の活用等による、学校と地域

が共に子供を育てるという視点に立った、学校と地

域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環

境整備を進める。 

○都道府県、学校の設置者及び校長は、生徒の芸術文化

等の活動に親しむ機会の充実の観点から、また、家庭の経

済状況を問わず芸術文化等の活動に親しむことができるよ

うにする観点から、学校や地域の実態に応じて、地域の

人々の協力、社会教育施設の活用や社会教育関係団体等

の各種団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者

の活用等による、学校と地域が共に子供を育てるという視

点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域にお

ける持続可能な芸術・文化等の活動のための環境整備を

進める。 

○ア 都道府県、学校の設置者及び校長は、生徒の芸術

文化等の活動に親しむ機会の充実の観点から、また、家

庭の経済状況にかかわらず、生徒がを問わず芸術文化等

の活動に親しむ機会を充実ことができるようにする観点か

ら、学校や地域の実態に応じて、地域の人々の協力、社会

教育施設の活用や社会教育関係団体等の各種団体との

連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による、

学校と地域が共に子供を育てるという視点に立った、学校

と地域が協働・融合した形での地域における持続可能な芸

術・文化等の活動のための環境整備を進める。 
イ 公益財団法人日本体育協会、地域の体育協会、

競技団体及びその他のスポーツ団体は、総合型地域

スポーツクラブやスポーツ少年団等の生徒が所属

する地域のスポーツ団体に関する事業等について、

都道府県もしくは学校の設置者等と連携し、学校と

地域が協働・融合した形での地域のスポーツ環境の

充実を推進する。また、学校の設置者等が実施する

部活動指導員の任用・配置や、運動部顧問等に対す

る研修等、スポーツ指導者の質の向上に関する取組

に協力する。 

○関係団体等は、学校と地域が協働・融合した形での芸

術・文化等の活動を推進するとともに、設置者等が実施す

る部活動指導員の任用・配置や、芸術文化等の各種活動

の指導者等に対する研修等、指導者の質の向上に関する

取組に協力する。 

 

 

 

○イ 各分野の関係団体等は、都道府県もしくは学校の設

置者等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での芸術・

文化等の活動を推進するとともに、学校の設置者等が実

施する部活動指導員の任用・配置や、文化部活動芸術文

化等の各種活動の指導者等に対する研修等、芸術文化等

の活動の指導者の質の向上に関する取組に協力する。 

 

 

 

ウ 地方公共団体は、学校管理下ではない社会教育

に位置付けられる活動については、各種保険への加

入や、学校の負担が増加しないこと等に留意しつ

つ、生徒がスポーツに親しめる場所が確保できるよ

う、学校体育施設開放事業を推進する。 

○地方公共団体は、学校管理下ではない社会教育に位置

付けられる活動については、各種保険の加入や、学校の負

担が増加しないこと等に留意しつつ、生徒が各種活動に親

しめる場所が確保できるよう、学校施設の開放を推進す

る。 

 

○ウ 地方公共団体は、学校管理下ではない社会教育に

位置付けられる活動については、各種保険の加入や、学

校の負担が増加しないこと等に留意しつつ、生徒が芸術文

化等の各種活動に親しめる場所が確保できるよう、学校施

設の開放を推進する(注 14)。 

(注 14)芸術文化等の活動を行うに当たっては、防音室や実験室など
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活動内容に適した場所や、楽器や実験器具など活動内容に不可欠

な用具が備わっていないと活動自体が実施できないものがあること

から、家庭の経済状況にかかわらず、生徒が芸術文化等の活動に

親しめるよう配慮する。 
エ 都道府県、学校の設置者及び校長は、学校と地

域・保護者が共に子供の健全な成長のための教育、

スポーツ環境の充実を支援するパートナーという

考え方の下で、こうした取組を推進することについ

て、保護者の理解と協力を促す。 

○都道府県、学校の設置者及び校長は、学校と地域・保護

者が共に子供の健全な成長のための教育、環境の充実を

支援するパートナーという考え方の下で、こうした取組を推

進することについて、保護者の理解と協力を促す。 

 

○エ 都道府県、学校の設置者及び校長は、学校と地域・

保護者が共に子供の健全な成長のための教育、芸術文化

等の活動に親しむ機会環境の充実を支援するパートナー

という考え方の下で、こうした取組を推進することについ

て、保護者の理解と協力を促す。 
５ 学校単位で参加する大会等の見直し ５ 学校単位で参加する大会等の見直し ５ 学校単位で参加する大会等の見直し  
ア 公益財団法人日本中学校体育連盟は、主催する

学校体育大会について、４を踏まえ、単一の学校か

らの複数チームの参加、複数校合同チームの全国大

会等への参加、学校と連携した地域スポーツクラブ

の参加などの参加資格の在り方、参加生徒のスポー

ツ障害・外傷の予防の観点から、大会の規模もしく

は日程等の在り方、スポーツボランティア等の外部

人材の活用などの運営の在り方に関する見直しを

速やかに行う。 

 

○中学校の文化部活動に関わる全国組織及び中学校の

文化部活動を参加対象とする各種大会等の主催者は、持

続可能な文化部活動や大会等の在り方という観点から、学

校単位だけではなく、単一の学校からの複数グループの参

加や複数校合同グループの参加、学校と連携した地域の

団体等の参加など、多様な参加資格の在り方や、大会の

規模もしくは夏休みなどの特定の時期に集中している日程

等の在り方、学校職員以外の外部人材の活用などの運営

の在り方に関する見直しを速やかに行う。 

 

 

○ア 中学校の文化部活動に関わる全国組織及び中学校

の文化部活動を参加対象とする各種大会等の主催者は、

４を踏まえ、持続可能な文化部活動や大会等の在り方とい

う観点から、学校単位だけではなく、単一の学校からの複

数グループの参加や複数校合同グループの参加、学校と

連携した地域の団体等の参加など、多様な参加資格の在

り方や、大会等の規模もしくは夏休みなどの特定の時期に

集中している日程等の在り方、学校職員として部活動の実

技指導や大会等への引率等ができる部活動指導員や学

校職員以外の外部指導者人材の活用などの運営の在り方

に関する見直しを速やかに行う。 

また、都道府県中学校体育連盟が主催する大会にお

いても、同様の見直しが行われるよう、必要な協力

や支援を行う。 

○全国レベルの関係団体においては、都道府県レベルの

傘下組織において同様の見直しが行われるよう、必要な協

力や支援を行う。 

○ 文化部活動に関わる全国組織及び文化部活動を参加

対象とする各種大会等の主催者全国レベルの各分野の関

係団体においては、都道府県レベルの傘下組織において

同様の見直しが行われるよう、必要な協力や支援を行う。 
イ 都道府県中学校体育連盟及び学校の設置者は、

学校の運動部が参加する大会・試合の全体像を把握

○都道府県中学校文化連盟及び学校の設置者は、学校の

文化部が参加する大会やコンクール・コンテスト等の全体

○イ 都道府県中学校文化連盟等各都道府県の文化部活

動に関わる組織及び学校の設置者は、学校の文化部が参
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し、週末等に開催される様々な大会・試合に参加す

ることが、生徒や運動部顧問の過度な負担とならな

いよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとと

もに、各学校の運動部が参加する大会数の上限の目

安等を定める。 

像を把握し、週末等に開催される様々な大会やコンクール・

コンテスト等に参加することが、生徒や文化部活動の指導

者の過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催

者に要請するとともに、各学校の文化部が参加する大会数

の上限の目安等を定める。 

加する大会やコンクール・コンテスト等や地域からの要請に

より参加する地域の行事・催し等の全体像を把握し、週末

等に開催される様々な大会やコンクール・コンテスト等や地

域の行事、催し等に参加することが、生徒や文化部活動の

指導者の過度な負担とならないよう、大会等や地域の行

事、催し等の統廃合や簡素化等を主催者に要請するととも

に、各学校の文化部が参加する大会等や地域の行事、催

し等の数の上限の目安等を定める。 
ウ 校長は、都道府県中学校体育連盟及び学校の設

置者が定める上記イの目安等を踏まえ、生徒の教育

上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度となら

ないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

 

○校長は、都道府県中学校文化連盟及び学校の設置者が

定める目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や

文化部活動の指導者の負担が過度とならないことを考慮し

て、参加する大会等を精査する。 

○ウ 校長は、都道府県中学校文化連盟等各都道府県の

文化部活動に関わる組織及び学校の設置者が定める目

安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や文化部活

動の指導者の負担が過度とならないことを考慮して、参加

する大会等や地域の行事、催し等を精査する。 
終わりに 終わりに 終わりに  
○ 本ガイドラインは、生徒の視点に立った、学校

の運動部活動改革に向けた具体の取組について示

すものであるが、今後、少子化がさらに進むことを

踏まえれば、ジュニア期におけるスポーツ環境の整

備については、長期的には、従来の学校単位での活

動から一定規模の地域単位での活動も視野に入れ

た体制の構築が求められる。 

○本ガイドラインは、生徒の視点に立った、学校の文化部

活動改革に向けた具体の取組について示すものである

が、今後、少子化がさらに進むことを踏まえれば、長期的に

は従来の学校単位での活動から一定規模の地域単位での

活動も視野に入れた体制の構築が求められる。 

○本ガイドラインは、生徒の視点に立った、学校の文化部

活動改革に向けた具体の取組について示すものである。

が、今後、少子化がさらに進むことを踏まえれば、長期的

には従来の学校単位での活動から一定規模の地域単位で

の活動も視野に入れた体制の構築が求められる。 

P1918 の「（１）生徒のニーズを踏まえた文化部の設置」のイに転記 

○ このため、地方公共団体は、本ガイドラインを

踏まえた運動部活動改革の取組を進めるとともに、

地域の実情に応じて、長期的に、地域全体で、これ

までの学校単位の運動部活動に代わりうる生徒の

スポーツ活動の機会の確保・充実方策を検討する必

要がある。 

○このため、地方公共団体は、本ガイドラインを踏まえた文

化部活動改革の取組を進めるとともに、地域の実情に応じ

て、長期的に、地域全体で、これまでの学校単位の文化部

活動に代わりうる生徒の芸術文化等の活動の機会の確

保・充実方策を検討する必要がある。 

○このため、地方公共団体は、本ガイドラインを踏まえた文

化部活動改革の取組を進めるとともに、地域の実情に応じ

て、長期的に、地域全体で、これまでの学校単位の文化部

活動に代わりうる生徒の芸術文化等の活動の機会の確

保・充実方策を検討する必要がある。 

p1918 の「（１）生徒のニーズを踏まえた文化部の設置」のイに転記 
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○ また、競技団体は、競技の普及の観点から、運

動部活動やジュニア期におけるスポーツ活動が適

切に行われるために必要な協力を積極的に行うと

ともに、競技力向上の観点から、地方公共団体や公

益財団法人日本体育協会、地域の体育協会等とも連

携し、各地の将来有望なアスリートとして優れた素

質を有する生徒を、本格的な育成・強化コースへ導

くことができるよう、発掘・育成の仕組みの確立に

向けて取り組む必要がある。 

○中学生の時期は，生徒自身の興味・関心に応じて，教育

課程外の学校教育活動や地域の教育活動など，生徒によ

る自主的・自発的な活動が多様化していく段階にある。少

子化や核家族化が進む中にあって，学校外の様々な活動

に参加することは，生徒の生活の場を地域社会に広げ，幅

広い視野に立って自らのキャリア形成を考える機会となる

ことも期待される。また、生徒が多様な学びや経験をする場

や自らの興味・関心を深く追究する機会などの充実につな

がるものである。 

 

 

○さらに、文化部活動の中には地域の中で活動をする例も

多く、地域の人々との関わりにより、地域社会の一員として

の自覚をもって郷土を愛し、優れた地域文化や伝統の継承

と新しい文化の創造を担う人材育成の契機ともなる。 

 

○ 平成 29 年 6 月に文化芸術基本法を改正し、我が国が

「文化芸術立国」を目指すための様々な取組を進めつつあ

る中で、文化部活動は子供たちが生涯にわたって芸術文

化等に親しむ基礎を形成する意義を有するものである。同

様に芸術文化以外の活動についても意義は大きい。国、地

方公共団体は協力して、学校内外において子供たちが芸

術文化等に親しむ機会が今後とも確保されるよう文化部活

動を取り巻く様々な課題に着実に取り組んでいく必要があ

る。 

○中学生及び高校生の時期は，生徒自身の興味・関心に

応じて，教育課程外の学校教育活動や地域の教育活動な

ど，生徒による自主的・自発的な活動が多様化していく段

階にある。少子化や核家族化が進む中にあって，学校外

の様々な活動に参加することは，生徒の生活の場を地域

社会に広げ，実生活や実社会の生きた文脈の中で様々な

価値や自己の生き方について考えることができる貴重な経

験となり、幅広い視野に立って自らのキャリア形成を考える

機会となることも期待される。また、生徒が多様な学びや経

験をする場や自らの興味・関心を深く追究する機会などの

充実につながるものである。 

○さらに、文化部活動の中には地域の中で活動をする例も

多く、地域の人々との関わりにより、地域社会の一員として

の自覚をもって郷土を愛し、優れた地域文化や伝統の継承

と新しい文化の創造を担う人材育成の契機ともなる。 

P6 の〈文化部活動の特色と課題〉に転記 

○ 平成 29 年 6 月に文化芸術基本法を改正し、我が国が

「文化芸術立国」を目指すための様々な取組を進めつつあ

る中で、文化部活動は子供たちが生涯にわたって芸術文

化等の活動に親しむ基礎を形成する意義を有するもので

ある。同様に芸術文化以外の活動についても意義は大き

い。国、地方公共団体は協力して、学校内外において子供

たちが芸術文化等の活動に親しむ機会が今後とも確保さ

れるよう文化部活動を取り巻く様々な課題に着実に取り組

んでいく必要がある。 
 

 


